
 

 

「岡山県地域公共交通ビジョン」（素案）に対する県民意見等の募集結果について 

 

 

令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月２４日（水）までの間、「岡山

県地域公共交通ビジョン」（素案）について、おかやま県民提案制度（パブリッ

ク・コメント）により、ご意見を募集したところ、次の３３件が寄せられました。 

これらのご意見等に対する県の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。貴

重なご意見ありがとうございました。 

 

＜寄せられたご意見等と県の考え方＞ 

  ビジョン全般 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 

岡山県は地理的に多様であるた

め、一つのビジョンだけではなく、

地域ごとの特性を反映した施策が必

要であり、パブリック・コメントや

協議会などの県民の納得と共感を得

るプロセスも重要だと考える。 

交通課題の解消にあたっては、地

域の実情に応じた検討や取組が必要

であることから、ビジョンでは、

様々な主体の連携によって、利用者

のニーズの把握や地域の実情に応じ

た交通施策に取り組むこととしてお

ります。 

２ 

県がビジョンを示す意味は大きい

が、それを「方向性」だけで終わら

せず、具体的な責務・資源配分・ガ

バナンス体制を明文化するべきだ。 

ビジョンへ具体的な管理体制等を

明記することは困難と考えておりま

すが、ビジョンを踏まえた交通施策

が一層進むよう様々な主体と連携し

ながら取り組んでまいります。 

３ 

岡山都市圏(岡山・倉敷とその周

辺都市)については、公共交通分担

率の数値目標を設定し、県が目標設

定・制度設計の取りまとめや関係者

との交渉、国への財源確保交渉など

を担当するべきだ。 

このたび策定するビジョンでは、

これまで幅広くいただいたご意見な

どを踏まえ、県全体の地域公共交通

施策の方向性を示すこととしてお

り、具体的な数値目標は設定してい

ないところです。 

 
  第１章 ビジョンの基本的な考え方 

番号 意見の要旨 県の考え方 

４ 

「１．ビジョン策定の趣旨」の

「地域公共交通を取り巻く環境は一

層厳しさを増しています」の後に

「買い物や病院への移動手段として

公共交通の充実が求められていま

す」を追加してほしい。 

「８．地域公共交通の利用促進」

(P.47）の「(４)目指すべき姿」

に、「通勤、通学、買い物、通院、

レジャーなどの日常的な移動手段と

して定着している」と記載していま

す。 



 

５ 

国、県、市町村、交通事業者、地

域住民等のそれぞれの役割とは何

か。特に地域住民の役割は何か。

「第４章施策の方向性 １．広域交

通の確保」の「期待される役割」に

地域住民が入っていないが、公共交

通を研究している住民団体との連携

も必要である。 

「第４章 施策の方向性」(P.24）

として示した８つの項目ごとに、そ

れぞれの主体に期待される役割を記

載しており、住民団体等も含めた地

域住民の役割として、公共交通の重

要性への理解や適切な負担をしてい

ただくことなどにより、地域の交通

手段確保への連携・協力を担ってい

ただくものと考えています。 

 
  第２章 岡山県の地域公共交通の現状 

番号 意見の要旨 県の考え方 

６ 

「２．県民の移動状況（３）代表

交通手段①市区町村別（居住地）」

の「岡山市中区、吉備中央町、赤磐

市」との記述は、行政順である「岡

山市中区、赤磐市、吉備中央町」と

修正した方がよい。 

平日の路線バスの利用状況につい

て「岡山市中区、吉備中央町、赤磐

市」と、割合の高い順に記載してい

ます。 

 
  第４章 施策の方向性 

番号 意見の要旨 県の考え方 

７ 

 住民がマイカー利用を減らさない

と地域公共交通の根本的な解決には

ならないため、第４章の章立ての順

番について、「ニーズに応じた利便

性向上」、「自家用車から地域公共

交通への転換」、「地域公共交通の

利用促進」を前に記載するべきだ。 

章立ての順序については、重要度

を示すものではなく、施策の性格や

位置付けを踏まえた体系(P.23）に

よって整理したものであり、素案の

ままといたします。 

８ 

岡山市中心部における同一区間の

バス運賃は統一するべきだ。 

バス運賃については、各交通事業

者が設定するものであり、運賃の統

一も含めた岡山市内の運賃適正化に

ついては、岡山市公共交通網形成協

議会で議論されるべきものと考えて

います。 

 
  １．広域交通の確保 

番号 意見の要旨 県の考え方 

９ 

四国横断新幹線が建設されれば、

現在運行している特急列車の所要時

間短縮や増発が見込めるが、中国横

断新幹線は山陰新幹線の構想がある

ため、他県とよく協議するべきだ。 

中国横断新幹線をはじめとする全

国の基本計画路線については、整備

計画路線への格上げを目指す動きが

活発化しており、引き続き、国や他

県の動向について情報収集を行って

まいります。 



 

１０ 

人口減少等を勘案すれば、実現が

極めて困難と思われる「四国横断新

幹線」をあえて記載する必要はない

のではないか。 

広域交通の現状として記載してい

るものであり、素案のままといたし

ます。 

１１ 

ＪＲ西日本に対して、便数と車両数

の目標を設定し、県がその財源を確

保するべきだ。その際、渋滞対策と

道路投資との関係についても数値化

するべきだ。 

運行ダイヤについては、ＪＲ西日

本が地域の実情や利用状況等を踏ま

えて設定するものであり、いただい

たご意見については交通事業者と共

有いたします。 

１２ 

「（４）目指すべき姿」に具体的

な数値が明記されていないため、

「車１割削減・渋滞半減・公共交通

２倍」を目指すべきだ。 

このたび策定するビジョンでは、

これまで幅広くいただいたご意見な

どを踏まえ、県全体の地域公共交通

施策の方向性を示すこととしてお

り、具体的な数値目標は設定しない

こととしているところです。 

１３ 

ＪＲ山陽本線、瀬戸大橋線、赤穂

線、吉備線、津山線、宇野線の本数

を倍増するとともに、山陽本線瀬戸

行を和気まで、赤穂線西大寺行を長

船まで延長するよう関係市町村とと

もにＪＲ西日本と交渉するべきだ。 

ＪＲ在来線の利便性向上に向け、

人流の回復を踏まえた増便等につい

て、関係自治体と連携してＪＲ西日

本へ要望しています。 

１４ 

ＪＲ吉備線のＬＲＴ化について、

岡山市、総社市とともにＪＲ西日本

に働きかけるべきだ。 

ＪＲ吉備線のＬＲＴ化について

は、岡山市、総社市、ＪＲ西日本の

三者間の合意内容を踏まえて、検討

が進められるものと考えています。 

１５ 

市町村の助成を含め、路線バス運

転手一人あたり100万円以上を事業

者に助成するとともに、低床バスな

どの新規車両の購入に対し、全額助

成するべきだ。 

これまでも市町村と連携しなが

ら、交通事業者への支援に取り組ん

でおり、引き続き､ビジョンの考え

方を踏まえながら､必要な支援策を

検討してまいります。 

１６ 

離島航路における船の購入費や運

航経費について、国・市町村ととも

に赤字分を補填するべきだ。 

一定の要件を満たす離島航路につ

いては、船舶購入費を含めた運航欠

損額に対し、国、県、関係自治体に

よる財政支援を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ２．二次交通の確保 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１７ 

乗り継ぎしやすいダイヤ設定に

「パターンダイヤ採用等」を追加す

るべきだ。 

二次交通の確保にあたっては、乗

り継ぎしやすいダイヤ設定が必要と

考えており、ご意見をいただいたパ

ターンダイヤ採用等についてはその

手法の一つと考えています。 
注：パターンダイヤとは、公共交通機関が

一定間隔で運行されるダイヤ 

１８ 

路面電車の環状化・延伸につい

て、岡山市とともに岡山電気軌道に

助成するとともに、低床車両などの

新規車両の購入に対し、岡山市の助

成を含め、全額助成するべきだ。 

路面電車の環状化等については、

岡山市路面電車ネットワーク計画に

基づき進められるものであり、市域

内を運行する路面電車の車両購入に

ついては、岡山市による国の補助制

度を活用した支援が行われていると

ころです。 

１９ 

「交通空白」解消に向けて、県の

市町村への支援の目標はあるのか。 

ビジョンでは、具体的な数値目標

は設定しておりませんが、地域の実

情に応じて、「交通空白」解消に取

り組む市町村を支援することとして

います。 

 
  ４．交通分野の人材確保 

番号 意見の要旨 県の考え方 

２０ 

運転者不足への対応は急務である

ため、運転者の労働負担軽減、給与

補助や資格取得補助などの待遇改善

支援、県主導の合同採用・研修会の

創設、運転者に対するカスタマーハ

ラスメント防止ガイドラインの策定

に取り組むべきだ。 

これまでも、運転者の免許・資格

取得をはじめとした交通事業者の人

材確保の取組を支援してきたところ

であり、引き続き、ビジョンを踏ま

えた交通分野の人材確保に、関係者

と連携して取り組んでまいります。 

 
  ５．デジタル技術の活用 

番号 意見の要旨 県の考え方 

２１ 

県内のバス会社について、全国共

通交通系ＩＣカードやクレジット

タッチ決済、二次元コード決済に対

応するべきだ。導入費用やシステム

加盟料の負担、決済手数料の減免措

置を行政が行うべきだ。 

利用者の利便性を高めるキャッ

シュレス決済等の普及拡大に向け、

交通事業者や市町村等と連携して取

り組んでまいります。 



 

２２ 

「（６）期待される役割」のう

ち、県の「全県的な交通データの標

準化及びオープンデータ化の「推

進」」について、「推進」ではなく

「完全実施」と記載するべきだ。 

交通データの標準化等について

は、利用者の利便性向上につながる

ものであり、取組主体となる交通事

業者等の体制や財政状況等も踏まえ

ながら、取組を推進してまいりま

す。 

２３ 

ＧＴＦＳによるオープンデータ化

を各交通事業者や自治体に働きかけ

るべきだ。 

 

 

ＧＴＦＳデータのオープンデータ

化については、交通事業者、市町村

への財政支援や技術支援を行ってお

り、引き続き、情報提供の充実や利

便性の向上につながるよう取り組ん

でまいります。 

注：ＧＴＦＳ(General Transit Feed Specification) 

とは路線やダイヤ等の運行情報の共通

フォーマット 

２４ 

交通ＤＸが進むと高齢者にとって

何が良くなるのか。 

交通ＤＸの推進により、スマート

フォン等を通じて公共交通に関する

情報に容易にアクセスできるほか、

キャッシュレス決済等の快適なサー

ビスを利用できるようになり、高齢

者を含む利用者の利便性の向上につ

ながるものと考えています。 

 
  ６．ニーズに応じた利便性向上 

番号 意見の要旨 県の考え方 

２５ 

「ニーズに応じた」という表現は

「必要に応じた」の方が適切だ。 

「ニーズに応じた」については、

利用者の要望や地域の実情等に応

じ、きめ細かく利便性向上を図る考

え方を示したものであり、素案のま

まといたします。 

２６ 

ＪＲ東岡山駅、瀬戸駅、西大寺

駅、邑久駅、大元駅、茶屋町駅、児

島駅のみどりの窓口を復活するよう

ＪＲ西日本と交渉するべきだ。 

みどりの窓口の閉鎖などのサービ

ス縮小については、利用者の利便性

や安全性に大きな影響を与えるもの

であり、地域の意見や利用者の声を

十分踏まえるよう、関係自治体と連

携してＪＲ西日本へ要望していま

す。 



 

２７ 

駅の女性用トイレのスペースを増

やし、女性利用者の行列を改善する

とともに、誰でも利用できる多目的

トイレを整備するべきだ。 

「６．ニーズに応じた利便性向

上」(P.40）に、バリアフリー等の

推進の考え方を記載し、誰もが安全

で快適に利用できる移動環境の整備

に取り組むこととしており、いただ

いたご意見については交通事業者や

市町村と共有いたします。 

 
  ７．自家用車から地域公共交通への転換 

番号 意見の要旨 県の考え方 

２８ 

過度に自家用車に頼らない移動の

推進の部分で、目標が無く、具体的

施策につながらない。ＪＲ瀬戸大橋

線を約６km複線化し普通列車を増便

すれば、国道２号線の渋滞が大幅に

改善することから、県が積極的に関

与して実現するべきだ。 

このたび策定するビジョンでは、

これまで幅広くいただいたご意見な

どを踏まえ、県全体の地域公共交通

施策の方向性を示すこととしてお

り、具体的な数値目標は設定してい

ないところです。 

２９ 

公共交通の利用増進を図ることに

よる都市部の渋滞解消に向けた県の

具体的な取組の強化に期待する。 

過度に自家用車に頼らない移動へ

の意識啓発や、地域の実情に応じた

交通サービスの導入に向け、関係者

と連携して取り組んでまいります。 

 
  ８．地域公共交通の利用促進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

３０ 

地域公共交通を維持するために

は、地域住民がどのくらい利用する

べきかを打ち出すことが必要だ。 

地域公共交通を維持するため、地

域住民等が公共交通の利便性や重要

性を理解し、積極的に利用すること

は重要ですが、必要な利用の目安に

ついては、それぞれの地域の実情に

応じて設定すべきものと考えていま

す。 

３１ 

観光列車「ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ

楽」をＪＲ中国勝山駅まで延長運行

し、観光面での利用促進につなげて

はどうか。 

観光列車の運行区間等について

は、ＪＲ西日本が利用ニーズや観光

事業者等の意向を踏まえて設定する

ものであり、いただいたご意見につ

いては交通事業者と共有いたしま

す。 

３２ 

ＪＲ林野駅をＪＲ湯郷温泉口駅に

改名し、岡山駅から乗換不要の列車

を運行し、利用促進につなげてはど

うか。 

駅の改名や運行ダイヤについて

は、ＪＲ西日本が地域の実情や利用

状況等を踏まえて設定するものであ

り、いただいたご意見については交

通事業者と共有いたします。 
 


